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令和６年９月２日

令和６年度 秋田市職員（医師）選考採用要項

○受付期間 令和６年９月２日（月）～１１月２９日（金）
※土曜日、日曜日、祝日を除く

※１１月２９日（金）までの消印有効

１ 職種、採用予定人員および職務内容

職種 格付 採用予定人員 職 務 内 容

医 師 部長級 １名 保健所長として、公衆衛生業務に従事

２ 採用予定日

令和７年４月１日

３ 応募資格

次の要件をすべて満たすかた

(1) 採用時の年齢が67歳未満のかた

(2) 医師の免許を有するかた

ただし、平成16年４月１日以降に医師免許を取得した者は、医師法第16条の２

に規定する臨床研修を修了していること。

(3) 地域保健法施行令第４条第１項の各号のいずれかに該当するかた

※申込時に地域保健法施行令第４条第１項の各号のいずれかに該当しないかたで

あっても、採用後に国立保健医療科学院の研修を受講できるかたについてはこの

条件を満たすものとする。この場合、当該研修の修了後一定期間を経て、保健所

長に任命する予定。

◆次のいずれかに該当する場合は受験資格を有しない。

ア 日本の国籍を有しない者

イ 地方公務員法第16条に該当する者

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者

・秋田市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

４ 選考方法

試験種目 内 容 日時および会場

書類選考 選考採用申込書に基づく書類選考および職務遂 応募者に別途通知

面接試験 行に必要な適格性に関する個別面接 予定
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５ 申込手続

【郵送・持参する場合】

提出書類
(1) 秋田市職員（医師）選考採用申込書

(2) 医師免許証の写し

・封筒の表面に『秋田市職員（医師）選考採用申込書在中』と朱書き

の上、特定記録郵便又は簡易書留郵便で送付。
提 郵送

【郵送先】〒010－8560 秋田市山王一丁目１－１ 秋田市総務部人事課
出

・普通郵便による事故には対応不可。
方

・総務部人事課（秋田市山王一丁目１－１ 本庁舎４階）に直接持参
法

持参 ・受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前８時30分から午後５

時15分まで。

【電子申請・届出サービスの場合】

受付期間
令和６年 ９月 ２日（月）午前８時３０分から

令和６年１１月２９日（金）午後５時１５分まで

(1) 秋田市電子申請・届出サービス

以下のＵＲＬへアクセスし、画面上の受験申込書に入力し、申込

申込方法等
内容を確認した上で送信してください。

【秋田市電子申請・届出サービス】

URL：https://apply.e-tumo.jp/city-akita-akita-u/

(2) 医師免許証の写し

６ 勤務条件

(1) 給与等

秋田市職員給与条例等の規定に基づき、給料のほか、管理職手当、寒冷地手当、

期末手当および勤勉手当を支給。扶養家族の状況、家賃負担の状況、通勤方法等

に応じて、扶養手当、住居手当、通勤手当等を支給。

※医師免許取得後の経験年数が25年のかたが採用された場合、年収は1,600万円

程度（年齢や医師免許取得後の経験年数によって異なる）。

※条例等の改正（給与改定等）が行われた場合は、その定めるところによる。

(2) 勤務時間

原則として、月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分まで。休

日は、原則として土曜日、日曜日のほか祝日および年末年始。

(3) 休暇

年間20日（採用１年目は15日）の年次有給休暇のほか、療養休暇、ボランティ

ア休暇、結婚休暇、服忌休暇、夏期休暇、介護休暇等の休暇等

担当 秋田市総務部人事課

TEL 018-888-5429

e-mail ro-gnps@city.akita.lg.jp


